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令和 7年（2025年）11月 18日 

総 務 企 画 委 員 会  

報 告 事 項 資 料  

市民活動推進部学園都市文化課 

 

第２期八王子市文化芸術ビジョン（素案）について 

 

１ 報告趣旨 

 本市は平成 28 年（2016 年）に策定した「八王子市文化芸術ビジョン」に基づき、文化芸術振興施策を進めてきた。

本年度は現行ビジョンの計画期間最終年度であることから、社会情勢の変化やこれまでの取組の成果を踏まえ、「第２

期八王子市文化芸術ビジョン」を策定することとした。策定にあたっては、市民へのアンケートのほか、文化芸術振興

評議会や庁内各所管等を通じて意見を聴取した。ここで素案をとりまとめたことから、その内容について報告する。 

 

２ 報告内容 

（１）計画の概要 

ア 計画の位置づけ   八王子市文化芸術振興条例第５条に基づく計画であり、八王子未来デザイン２０４０が

示す基本理念や都市像を実現するために、他の関連計画との連携を図りながら本市の文

化芸術の振興を推進する。 

イ 計 画 期 間   令和８年度（2026年度）から令和 15年度（2033年度）までの８年間 

ウ 基 本 理 念   文化芸術が身近にあり、豊かで潤いのある生活を実現するまち 八王子 

エ 改定の考え方及び主な改定内容 

（ア）改定の基本的な考え方 

  ａ 生活圏で気軽に文化芸術に触れられることを目指す方向性「とどける」を、文化芸術への関心を高めるため

の方向性「つたえる」と文化芸術に触れる機会や場を提供するための方向性「こたえる」に統合する。 
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  ｂ 幅広い分野との連携を通じて文化芸術の振興を図ることを目指す新たな方向性「ひろげる」を追加する。 

（イ）主な改定内容 

  ａ 「2033年の目指す姿」を明示する。 

  ｂ 社会情勢の変化やこれまでの取組実績などを踏まえ新たな施策、取組を追加する。 

ｃ  施策の達成状況を測るため、新たに方向性ごとに指標を設定する。 

 

（２）計画の素案及び概要版 

別紙１「第２期八王子市文化芸術ビジョン（素案）」 

別紙２「第２期八王子市文化芸術ビジョン（素案）概要版」 

 

（３）パブリックコメント手続の実施 

ア 期 間  令和７年（2025年）12月 15日（月）から令和８年（2026年）１月 15日（木）まで 

イ 周知方法  広報はちおうじ 12月 15日号、市ホームページ 

ウ 閲覧場所  学園都市文化課、各文化施設、学園都市センター、桑都日本遺産センター八王子博物館、市役所本

庁舎１階市政資料室、各図書館、市民部各事務所、各市民センター、市ホームページ 

エ 提出方法  郵送、ＦＡＸ、電子メール、ＷＥＢフォーム、学園都市文化課窓口への提出 

 

（４）今後のスケジュール 

令和８年（2026年）３月 計画公表 


